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改 正 案 現  行 

Ⅱ－３－４－１ 主な着眼点 

① 法第 20条第１項に基づく払戻しについて 

イ．法第 20条第２項各号に規定する項目について、全ての営

業所又は事務所、加盟店及び認定資金決済事業者協会のウ

ェブサイトにおいて適切に掲示が行われるよう、例えば、

加盟店へ掲示内容や掲示期間の周知を行うとともに掲示状

況の確認を行うなど、適切な措置を講じているか。日刊新

聞紙による公告については、払戻しの手続の対象となる前

払式支払手段を使用することができる施設の所在する都道

府県を全て網羅する形で行われているか。 

なお、内閣府令第 41条第４項に規定する場合において

は、前払式支払手段発行者は、営業所又は事務所及び加盟

店における掲示に代えて、内閣府令第 21条第２項各号の

方法のうち、少なくとも法第 13条第１項に規定する情報

の提供義務を履行するために通常使用している方法によ

り、所要の事項について情報の提供を行う必要がある。 

ロ．前払式支払手段発行者は、払戻しを行うに当たり、利用

者保護の観点から、以下のような措置を講じることが望ま

しい。 

ａ．利用終了の周知 

前払式支払手段の利用機会を一定期間確保する観点か

ら、利用終了日を決定した場合には、速やかに自社ホー

ムページや店頭ポスターでの掲示等により利用終了につ

いて周知する。 

ｂ．払戻しに係る申出期間 

法令で定める 60日間は、最低限の申出期間であり、

利用者が払戻しを受ける機会を確保する観点から、十分

な申出期間を設定する。 

ｃ．払戻しの周知方法 

法令で求められている方法に加えて、例えば、自社ホ

Ⅱ－３－４－１ 主な着眼点 

① 法第 20条第１項に基づく払戻しについて 

イ．法第 20条第２項各号に規定する項目について、全ての営

業所又は事務所及び加盟店において適切に掲示が行われる

よう、例えば、加盟店へ掲示内容や掲示期間の周知を行う

とともに掲示状況の確認を行うなど、適切な措置を講じて

いるか。日刊新聞紙による公告については、払戻しの手続

の対象となる前払式支払手段を使用することができる施設

の所在する都道府県を全て網羅する形で行われているか。

（注） 

なお、内閣府令第 41条第４項に規定する場合において

は、前払式支払手段発行者は、営業所又は事務所及び加盟

店における掲示に代えて、内閣府令第 21条第２項各号の

方法のうち、少なくとも法第 13条第１項に規定する情報

の提供義務を履行するために通常使用している方法によ

り、所要の事項について情報の提供を行う必要がある。 

ロ．前払式支払手段発行者は、払戻しを行うに当たり、利用

者保護の観点から、以下のような措置を講じることが望ま

しい。 

ａ．利用終了の周知 

前払式支払手段の利用機会を一定期間確保する観点か

ら、利用終了日を決定した場合には、速やかに自社ホー

ムページや店頭ポスターでの掲示等により利用終了につ

いて周知する。 

ｂ．払戻しに係る申出期間 

法令で定める 60日間は、最低限の申出期間であり、

利用者が払戻しを受ける機会を確保する観点から、十分

な申出期間を設定する。 

ｃ．払戻しの周知方法 

法令で求められている方法に加えて、例えば、自社ホ
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ームページ、加盟店ホームページ、所属する業界団体等

のホームページにおいても掲示を行う。 

なお、払戻しの実効性を確保する観点から、利用終了

の周知、払戻しに係る申出期間及び周知方法の設定につ

いては、画一的に行わず、払戻しの対象となる前払式支

払手段の発行規模（未使用残高、枚数等）や使用態様等

の特性を踏まえ、適切な設定となるよう留意する必要が

ある。 

 

 

ハ．払戻しの申出を行った利用者について、もれなく払戻し

が行われているか。 

（注１）「利用終了」とは、前払式支払手段の発行の業務の全

部又は一部の廃止（相続又は事業譲渡、合併若しくは会社

分割その他の事由により、当該事業の承継が行われた場合

を除く）をいう。 

（注２）公告や営業所又は事務所、加盟店及び認定資金決済事

業者協会のウェブサイトにおける掲示の実施状況に照らし

て、前払式支払手段発行者が法第 20条第２項に規定する措

置を十分に講じたと認められない場合には、同条第１項に

規定する払戻しの手続が適切に実施されたとは認められ

ず、当該期間中に現実に払戻しが行われなかった前払式支

払手段については、未使用残高から控除することができな

いことに留意する必要がある。 

ームページ、加盟店ホームページ、所属する業界団体等

のホームページ、認定資金決済事業者協会ホームページ

や、独立行政法人国民生活センターホームページにおい

ても掲示を行う。 

なお、払戻しの実効性を確保する観点から、利用終了

の周知、払戻しに係る申出期間及び周知方法の設定につ

いては、画一的に行わず、払戻しの対象となる前払式支

払手段の発行規模（未使用残高、枚数等）や使用態様等

の特性を踏まえ、適切な設定となるよう留意する必要が

ある。 

ハ．払戻しの申出を行った利用者について、もれなく払戻し

が行われているか。 

（注１）「利用終了」とは、前払式支払手段の発行の業務の全

部又は一部の廃止（相続又は事業譲渡、合併若しくは会社

分割その他の事由により、当該事業の承継が行われた場合

を除く）をいう。 

（注２）公告や営業所または事務所及び加盟店における掲示の

実施状況に照らして、前払式支払手段発行者が法第 20条第

２項に規定する措置を十分に講じたと認められない場合に

は、同条第１項に規定する払戻しの手続が適切に実施され

たとは認められず、当該期間中に現実に払戻しが行われな

かった前払式支払手段については、未使用残高から控除す

ることができないことに留意する必要がある。 

Ⅱ－３－４－２ 監督手法・対応 

内閣府令第 41条第７項及び第８項 による届出書の内容等を確

認した結果、法第 20条第１項に基づく払戻しの手続が適正に行

われたか否かについて、疑義がある場合には、法第 18条第４号

に基づき発行保証金の取戻しの承認を行う前に、必要に応じて法

Ⅱ－３－４－２ 監督手法・対応 

内閣府令第 41条第４項及び第５項 による届出書の内容等を確

認した結果、法第 20条第１項に基づく払戻しの手続が適正に行

われたか否かについて、疑義がある場合には、法第 18条第４号

に基づき発行保証金の取戻しの承認を行う前に、必要に応じて法
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第 24条に基づき報告書を徴収することなどにより、当該払戻し

の手続が適正に行われたことを確認することとする。 

その他、検査の指摘事項に対するフォローアップや、不祥事件

届出等の日常の監督事務を通じて把握された前払式支払手段の払

戻しに関する課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及

び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じ

て法第 24条に基づき報告書を徴収することにより、前払式支払

手段発行者における自主的な業務改善状況を把握することとす

る。 

さらに、前払式支払手段の利用者の利益の保護の観点を含む前

払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営の確保の観点か

ら重大な問題があると認められるときには、前払式支払手段発行

者に対して、法第 25条に基づく業務改善命令を発出することと

する。また、重大、悪質な法令違反行為が認められるときには、

法第 26条又は第 27条に基づく業務停止命令等の発出を検討する

ものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－３によ

る。）。 

第 24条に基づき報告書を徴収することなどにより、当該払戻し

の手続が適正に行われたことを確認することとする。 

その他、検査の指摘事項に対するフォローアップや、不祥事件

届出等の日常の監督事務を通じて把握された前払式支払手段の払

戻しに関する課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及

び改善策等について、深度あるヒアリングを実施し、必要に応じ

て法第 24条に基づき報告書を徴収することにより、前払式支払

手段発行者における自主的な業務改善状況を把握することとす

る。 

さらに、前払式支払手段の利用者の利益の保護の観点を含む前

払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営の確保の観点か

ら重大な問題があると認められるときには、前払式支払手段発行

者に対して、法第 25条に基づく業務改善命令を発出することと

する。また、重大、悪質な法令違反行為が認められるときには、

法第 26条又は第 27条に基づく業務停止命令等の発出を検討する

ものとする（行政処分を行う際に留意する事項はⅢ－３によ

る。）。 

Ⅲ－２－１ 発行届出書、登録申請書の受理等 

⑴～⑷（略） 

⑸ 第三者型発行者の登録の申請の処理 

① 内閣府令第 17条の規定による登録済通知書については、次

により取扱うものとする。 

イ．登録済通知書を交付するときは、当該第三者型発行者が

登録申請書を内閣府令第 54条の規定により財務事務所又は

出張所を経由して提出した場合にあっては、当該財務事務

所又は出張所において行うものとする。 

ロ．登録番号は、財務局長ごとに決裁を終了した順で 00001

号から一連番号とすること。 

ハ．登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補

Ⅲ－２－１ 発行届出書、登録申請書の受理等 

⑴～⑷（略） 

⑸ 第三者型発行者の登録の申請の処理 

① 内閣府令第 17条の規定による登録済通知書については、次

により取扱うものとする。 

イ．登録済通知書を交付するときは、当該第三者型発行者が

登録申請書を内閣府令第 54条の規定により財務事務所又は

出張所を経由して提出した場合にあっては、当該財務事務

所又は出張所において行うものとする。 

ロ．登録番号は、財務局長ごとに決裁を終了した順で 00001

号から一連番号とすること。 

ハ．登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補
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充は行わないこと。 

ニ．財務局の管轄区域を越える主たる営業所等の位置の変更

の届出を受理した場合の登録番号は、新たな登録をした財

務局長において上記ロに従い一連番号とする。 

② 登録を拒否する場合は、拒否理由等を記載した内閣府令第

19 条第３項の規定に基づく登録拒否通知書を登録申請者に交

付するものとする（Ⅲ－４参照）。 

③ 財務局長は、登録を拒否したときは、総合政策局長 に対し

て別紙様式８による第三者型発行者登録拒否通知書に登録申

請書の写しを添付して通知するものとする。 

⑹～⑽（略） 

⑾ 前払式支払手段の発行に関する定期報告等 

① 前払式支払手段発行者に係る定期報告 

財務局長は、別紙様式 14による届出・登録状況調査表及び

別紙様式 15による前払式支払手段発行残高調査表を、各通常

基準日の翌月から３ヶ月末までに総合政策局長 に対して送付

するものとする。 

② 自家型発行者届出及び第三者型発行者登録状況一覧表の提

出 

イ．届出のあった全ての自家型発行者及び登録を行った全て

の第三者型発行者について作成した別紙様式 16による届

出・登録状況一覧表を、届出及び登録の都度更新し、各基

準日時点での当該一覧表の写しを、各基準日後 20日以内に

総合政策局長 に対して送付するものとする。 

ロ．当該一覧表には、下記の項目については必ず記載するも

のとする。 

・ 発行者名 

・ 発行者の住所 

・ 発行者の電話番号 

・ 前払式支払手段の使用により受けられる物品等又は役務

充は行わないこと。 

ニ．財務局の管轄区域を越える主たる営業所等の位置の変更

の届出を受理した場合の登録番号は、新たな登録をした財

務局長において上記ロに従い一連番号とする。 

② 登録を拒否する場合は、拒否理由等を記載した内閣府令第

19 条第３項の規定に基づく登録拒否通知書を登録申請者に交

付するものとする（Ⅲ－４参照）。 

③ 財務局長は、登録を拒否したときは、監督局長 に対して別

紙様式８による第三者型発行者登録拒否通知書に登録申請書

の写しを添付して通知するものとする。 

⑹～⑽（略） 

⑾ 前払式支払手段の発行に関する定期報告等 

① 前払式支払手段発行者に係る定期報告 

財務局長は、別紙様式 14による届出・登録状況調査表及び

別紙様式 15による前払式支払手段発行残高調査表を、各通常

基準日の翌月から３ヶ月末までに監督局長 に対して送付する

ものとする。 

② 自家型発行者届出及び第三者型発行者登録状況一覧表の提

出 

イ．届出のあった全ての自家型発行者及び登録を行った全て

の第三者型発行者について作成した別紙様式 16による届

出・登録状況一覧表を、届出及び登録の都度更新し、各基

準日時点での当該一覧表の写しを、各基準日後 20日以内に

監督局長 に対して送付するものとする。 

ロ．当該一覧表には、下記の項目については必ず記載するも

のとする。 

・ 発行者名 

・ 発行者の住所 

・ 発行者の電話番号 

・ 前払式支払手段の使用により受けられる物品等又は役務
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の内容 

・ 前払式支払手段の金額表示・数量表示の別 

の内容 

・ 前払式支払手段の金額表示・数量表示の別 

Ⅲ－８ 行政処分の連絡 

⑴ 登録を拒否した場合（法第 10条） 

財務局長は、登録を拒否したときは、総合政策局長 に対して

別紙様式８による第三者型発行者登録拒否通知書に登録申請書

の写しを添付して通知するものとする。 

Ⅲ－８ 行政処分の連絡 

⑴ 登録を拒否した場合（法第 10条） 

財務局長は、登録を拒否したときは、監督局長 に対して別紙

様式８による第三者型発行者登録拒否通知書に登録申請書の写

しを添付して通知するものとする。 

別紙様式８（ひな型）         （日本産業規格Ａ４） 

 

文 書 番 号 

年  月  日 

 総 合 政 策 局 長 殿 

 

財務（支）局長 

 

第三者型発行登録申請者の登録の拒否について 

 

  年  月  日付で申請のあった下記第三者型発行者登録

申請者の登録については、下記理由により拒否したので、当該

登録申請書の写し等を付して通知します。 

 

記 

 

商号又は名称 

代表者の氏名 

登録の拒否の年月日 

拒否理由 

 

別紙様式８（ひな型）         （日本産業規格Ａ４） 

 

文 書 番 号 

年  月  日 

 監 督 局 長 殿 

 

財務（支）局長 

 

第三者型発行登録申請者の登録の拒否について 

 

   年  月  日付で申請のあった下記第三者型発行者登

録申請者の登録については、下記理由により拒否したので、当

該登録申請書の写し等を付して通知します。 

 

記 

 

商号又は名称 

代表者の氏名 

登録の拒否の年月日 

拒否理由 
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別紙様式 17（ひな型）         （日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第    号 

住所（郵便番号） 

電話番号（ ）  － 

氏名、商号又は名称 

代表者の
氏  名 

※連絡先、商号又は名称及び氏名に変更があった 

場合は、財務（支）局長にその旨連絡願います。 

 

払戻しの手続等に係る報告書 

 

払戻しの手続の実施予定について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 
［１．～６． 略］ 

７．添付資料 

 公告（案） 

 営業所等における掲示物（案） 

 その他参考となる資料 

別紙様式 17（ひな型）         （日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 

財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第    号 

住所（郵便番号） 

電話番号（ ）  － 

氏名、商号又は名称 

代表者の
氏  名 

※連絡先、商号又は名称及び氏名に変更があった 

場合は、財務（支）局長にその旨連絡願います。 

 

払戻しの手続等に係る報告書 

 

払戻しの手続の実施予定について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 
［１．～６． 略］ 

［加える。］ 

 

 

 


